
 
 
平成 21 年４月３日に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 5 条第 3 項の規定により、気象庁虎ノ

門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業の実施に関する方針を公表した。

今般、同法第６条の規定に基づき、気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育セン

ター整備等事業を選定したので、同法第８条の規定により客観的評価の結果を

ここに公表する。 

 

 

平成２１年６月５日 

 

 

国土交通省関東地方整備局長 菊川 滋 
港区長           武井 雅昭 

 



 

特定事業「気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業」の選定について 

 

１ 事業の概要 

 気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業（以下「本事業」という。）

は、財務省の国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議が平成 19 年 6

月に取りまとめた「国有財産の有効活用に関する報告書－庁舎・宿舎の有効活用のための

基本戦略と具体的方策－」に示されていた気象庁庁舎の移転・再配置の実現を図るもので

ある。 

 本事業の実施にあたっては、港区の旧鞆絵小学校跡地に整備を予定していた港区立教育

センターと一体的に整備することにより、国有財産のみならず公有財産の有効活用も図り、

行政機能の集約・立体化により、国民の利便性の向上、公務能率の増進、耐震安全性の向

上等危機管理能力の強化、低炭素社会づくりへの貢献、ユニバーサルデザイン、景観との

調和等の社会的要請への対応を図ることを目的としている。 

 また、ＰＦＩの導入により、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図り、効率

的かつ効果的にこれを実施しようとするものである。 

 本事業は、気象庁虎ノ門庁舎（仮称）及びその附帯施設（以下「本庁舎等」という。）と

港区立教育センター及びその附帯施設（以下「本センター等」という。また、本庁舎等と

本センター等を総称して以下「本施設」という。）を合築にて整備し、その維持管理・運営

を実施するものである。 

 選定された民間事業者は、本事業の遂行のみを目的とした会社法（平成 17 年法律第 86

号）に定められる株式会社（以下「事業者」という。）を設立し、特定事業を実施する。ま

た、民間事業者は、特定事業の用途又は目的を妨げない限度において、本事業の目的を効

果的に達成することに資すると認められる民間収益事業を提案できるものとする。 

 

（１）事業の名称 

 気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業 

 

（２）公共施設等の管理者等 

 国土交通大臣 金子 一義（国土交通省設置法（平成 11 年法律第 100 号）第 31 条

第 1項に基づき国土交通大臣の事務を分掌する者 

 国土交通省関東地方整備局長 菊川 滋 

国有財産法（昭和 23 年法律第 73 号）第 9条第 1項に

基づき国土交通大臣の事務を分掌する者 

 気象庁長官 櫻井 邦雄） 

 港区長    武井 雅昭 
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（３）事業方式 

 事業者は、自らを本施設の原始取得者とし、国と港区が共有する敷地に本施設を整

備した後、本施設を未使用のまま国及び港区に引き渡し、本施設の維持管理及び運営

を行う、いわゆるＢＴＯ（Build-Transfer-Operate）方式により特定事業を実施する。 

 

（４）事業期間 

 本事業の事業期間は、国と事業者との間で締結する本事業の実施に関する契約（事

業契約及び港区維持管理等委託契約）の締結日から平成 36 年 3 月 31 日までの期間（約

14 年間）とする。また、事業者は、本施設を平成 25 年 10 月に国及び港区に引き渡す

ものとする。  

 

（５）選定事業者に対する支払い 

 事業者に対する支払いは、事業者が実施する本事業の施設整備に対する対価、維持

管理・運営にかかる対価（ただし、福利厚生諸室運営業務に係る費用を除く。）、その

他費用及び消費税等から成る。  

 国及び港区は、事業者に対し、本施設の引渡しを受けてから本事業が終了するまで

の期間にわたり、本庁舎等の整備に対する対価については、事業契約に定める額を割

賦方式により均等に支払い、本センター等の整備に対する対価については事業契約に

定める額を一括して支払い、本施設の維持管理・運営にかかる対価については、事業

契約及び港区維持管理等委託契約に定める額を支払う。  

 

（６）施設概要 

ア）計画地等 

立 地 場 所 東京都港区虎ノ門３－６－９ 

敷 地 面 積 5,881.69 ㎡ 

地 域 地 区 商業地域、防火地域 

基準建蔽率 80％ 

基準容積率 500％ 

イ）建築物等 

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター 

延べ面積 約 45,000 ㎡（駐車場を含む。） 

   駐輪場 

延べ面積   約 100 ㎡ 
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（７）業務内容 

 事業者は、本事業に関して、以下の業務を行う。 

 

ア）施設整備業務 

① 設計業務（設計及び必要となる調査、手続き等）  

② 建設業務（工事及び必要となる調査、手続き、電波障害対策等）  

③ 工事監理業務（工事の監理）  

イ）維持管理業務 

① 定期点検当及び保守業務（本施設の定期点検等及び保守） 

② 運転・監視及び日常点検・保守業務（本施設の運転・監視及び日常点検・保守） 

③ 清掃業務（本施設の清掃） 

④ 執務環境測定業務（本施設の執務環境測定） 

⑤ 修繕業務（本施設の修繕） 

⑥ エネルギー管理及び関係衛生管理に関する技術支援業務（本施設のエネルギー

管理及び環境衛生管理に関する技術支援） 

ウ）運営業務 

① 警備・庁舎運用業務（本施設の警備・庁舎運用） 

② 福利厚生諸室運営業務（独立採算による本庁舎等の食堂、売店等の運営） 

 

 

２ ＰＦＩ事業として実施することの定量的評価 

（１）コスト算出による定量的評価 

 本事業について、国及び港区が直接事業を実施する場合の公的財政負担の見込額と

ＰＦＩで実施する場合の公的財政負担の見込額の比較を行うに当たって、その前提条

件を「別紙 定量的評価の根拠」のとおり設定した。 

 なお、これらの前提条件は国及び港区が独自に設定したものであり、実際の事業者

の提案を制約するものではない。 

 上記の前提条件のもとで、国及び港区が直接実施する場合とＰＦＩで実施する場合

の公的財政負担の見込額を比較すると、ＰＦＩで実施する場合は、国及び港区が直接

実施する場合に比べて、現在価値換算後、国においては約 6.7％、港区においては約

0.7％、国と港区の双方を合わせて約 6.0％のＶＦＭの向上が見込まれる結果となった。 

 

（２）ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

 国においては、従来型の契約方式とした場合、短期的に国の予算に初期投資費用を

計上することとなるのに対し、ＰＦＩ事業として実施した場合、サービス対価として

毎年均等額を支払うことから、財政支出の平準化が図られる。 
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 一括発注・性能発注により、選定事業者の経営能力及び技術的能力が充分に発揮さ

れ、効率的かつ効果的に本事業が実施されることが期待できる。 

 国及び港区と選定事業者とが適正なリスク分担を行うことにより、本事業に内在す

るリスクに対する対応力を高めることが期待できる。  

 また、民間事業者のノウハウの活用により、良好な執務環境及び居住環境の形成、

行政サービスの向上、まちづくりへの貢献等に資することが期待できる。 

 民間事業者の事業機会の創出による経済の活性化および雇用効果が期待できる。 

 

（３）総合的評価 

 以上のことから、本事業は、ＰＦＩ事業として実施することにより、国及び港区の

それぞれについて定量的評価及び定性的評価に係る効果が発揮されるものと期待でき

る。また、このことは、実施方針公表後の民間事業者からの意見招請の結果からも、

十分に実効性があるものと判断される。このため、本事業をＰＦＩ法第６条に規定す

る特定事業として選定することが適当であると認める。 
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別紙 定量的評価の根拠 

 

 

１．ＰＳＣとＰＦＩ－ＬＣＣとＶＦＭの値 

項目 値 公表しない場合はその理由 

①ＰＳＣ（現在価値ベース） 

②PFI-LCC（現在価値ベース） 非公表

・ その後の入札等において正当な競争

が阻害されるおそれがあるため。 

③ＶＦＭ（金額） 

④ＶＦＭ（割合） 6.0％ 国は 6.7%、港区は 0.7％ 

 

２．ＶＦＭ検討の前提条件（※１） 

項目 値 算出根拠 

4.0％ 
・ 「公共事業評価の費用便益分析に関する

技術指針」をふまえ、4.0％に設定した。
① 割引率 

考慮していない

・ 事業契約及び港区維持管理等委託契約に

おいて物価変動に伴う対価の改定を予定

しているため事業費の算定においては考

慮していない。 

② 物価上昇率 

0.02％ 

・ 事業者に移転した第三者賠償リスクにつ

いて、定量化が困難であるため、これに

関して保険を付保した場合の保険料相当

額を調整した。 

③ リスク調整値 

※１ 上記に加えて、税の還元等の調整として、国においては国が支払う消費税等

（5％）のうち国税相当分（4％）及び事業者が支払う法人税を還元し、港区に

おいては港区が支払う消費税等のうち港区に還元すると想定される地方消費税

相当分（0.025％）、法人住民税のうち市町村税を還元している。 
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３．事業費などの算出方法（※２） 

ＰＳＣの 

費用の項目 

ＰＦＩ－ＬＣＣの 

費用の項目 
算出根拠 項目 

①施設整

備業務に

かかる費

用の算出

方法 

・ 設計業務費 

・ 建設業務費 

・ 工事監理業務費 

・ 必要な行政手続に関す

る費用 

・ 電波障害対策費 

・ 設計業務費 

・ 建設業務費 

・ 工事監理業務費 

・ 必要な行政手続に関す

る費用 

・ 電波障害対策費 

・ 事業者の開業に伴う諸

費用 

・ 引渡日までの事業者の

運営費 

・ 融資組成手数料 

・ 建中金利 

・ その他施設整備に関す

る初期投資と認められ

る費用等 

②維持管

理業務に

かかる費

用の算出

方法 

・ 定期点検・保守業務費 

・ 運転・監視及び日常点検

保守業務費 

・ 清掃業務費 

・ 執務環境測定業務費 

・ 修繕業務費 

・ 定期点検・保守業務費 

・ 運転・監視及び日常点検

保守業務費 

・ 清掃業務費 

・ 執務環境測定業務費 

・ 修繕業務費 

・ 警備・庁舎運用業務費 ・ 警備・庁舎運用業務費 

・ PSC の各経費について

は、事業実績を基に、関

係事業者からの参考見

積り、ヒアリングなどを

参考に算定した。 

・ PFI-LCC の各経費につい

ては、事業実績や市場動

向等を参考とするとと

もに、本事業における整

備内容をふまえ、民間事

業者の技術力や創意工

夫により得られると想

定される減額を考慮し

て算出した。 

③運営業

務にかか

る費用の

算出方法 

④資金調

達にかか

る費用の

算出方法 

・ 施設整備費は、出来高に

応じ支払 

・ 維持管理費、運営費は発

生年度に支払 

・ 本施設の施設整備に必

要な資金のうち 95％を

借入金で資金調達し、本

庁舎等の施設整備に関

しては、借入金による資

金調達に伴って事業期

間に支払う借入利息及

び事業者の税引前利益

の一部を割賦手数料と

して計上し、本センター

等の施設整備費につい

ては、引渡し後に一括で

支払 

・ E-IRR は 5.0％ 

・ 資金調達条件について

は、過去の PFI 事業の実

績等を参考としたほか、

近時の類似 PFI 事例を

元に設定 
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３．事業費などの算出方法（※２） 

ＰＳＣの 

費用の項目 

ＰＦＩ－ＬＣＣの 

費用の項目 
算出根拠 項目 

⑤利用者

収入など

の算出方

法 

  ・ PSC、PFI-LCC ともに、

福利厚生諸室の運営は、

独立採算が前提である

ため、収入、費用ともに

非計上 

・ 有償貸付については「国

の庁舎等の使用又は収

益を許可する場合の取

扱の基準について（昭和

33 年 1 月 7 日蔵管第 1

号）」に基づき算定され

るが、PSC、PFI-LCC と

もに同条件であること

から、VFM 算定に含めな

い。 

⑥その他

の費用 

 ・ PFI 事業実施に係る公共

側の費用 

・ 維持管理期間中のSPCの

運営費、利益 

・ PFI-LCC は、PFI 事業実

施に係るアドバイザー

費用及びSPCの運営費を

計上 

※２ 不動産取得税については、事業者と建設企業の契約において、事業者が本施設

の原始取得者となる契約を締結することを想定しており、地方税法第 73 条の 2

の適用により、事業者に不動産取得税が課せられないものとして算出した。 
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